
船舶インシデント調査報告書 

令和２年１１月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 令和元年１０月６日 １２時００分ごろ 

発生場所 滋賀県彦根市彦根港南方沖（琵琶湖東部） 

 松原四等三角点から真方位２６０°１,２２０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１６.９′ 東経１３６°１４.６′） 

インシデントの概要  救助艇湖
こ

龍
りゅう

Ⅵ世は、航行中、救助用ロープがプロペラに絡まり、

運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年１０月１７日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

救助艇 湖龍Ⅵ世、２.４トン 

 ２５３－３３６２３滋賀、国立大学法人滋賀大学 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ５、視界 良好 

水象：波高 約１ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者４人を乗せ、横転したヨッ

トの乗組員を救助する目的で、風上側から接近し、船首を風上にして

漂泊し、約１０ｍの距離で‘非浮揚性の長さ約１５ｍのえい
．．

航用ロー

プ’（以下「本件ロープ」という。）を船尾部から湖面に投げた。 

 船長は、ヨット乗組員が本件ロープをつかむ前に本件ロープが沈ん

だので、再度投げ入れることとし、本件ロープの回収を同乗者に指示

した。 

 本船は、船長が、風下に圧流され始めたのを認め、船位を保持する

目的で慌てて主機を前進に掛けたところ、プロペラ付近に沈んでいた

本件ロープがプロペラに絡まり、主機が停止した。 

 船長は、本船に約１０ｍの浮揚性ロープを準備していたが、ヨット

までの距離を考慮し、やむを得ず本件ロープを使用したものの、本船

が圧流されたので本件ロープの状況を確認していなかったと本インシ

デント後に思った。 

分析 本船は、風力５の北西風が吹く状況下、本件ロープを使用して横転

したヨット乗組員の救助作業中、本件ロープが投げられていたとこ

ろ、船長が、船位を保持する目的で機関を前進に掛けたことから、プ

ロペラ付近に沈んでいた本件ロープがプロペラに絡まり、主機が停止

し、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、風力５の北西風が吹く状況下、本件ロ



ープを使用して救助作業中、本件ロープが投げられていたところ、船

長が、船位を保持する目的で機関を前進に掛けたため、プロペラ付近

に沈んでいた本件ロープがプロペラに絡まり、主機が停止したことに

より発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・救助時には、浮揚性のロープを使用すること。 

 ・救助時にやむを得ず非浮揚性のロープを使用する際、同ロープの

状況を確認した上で機関を使用すること。 

 


